
実務経験証明書記載手引き（認定用） 

１．実務経験の期間について 
（１）電気主任技術者免状所有者の場合 
   資格取得後の電気工作物の工事、維持、運用に関する５年以上の実務経験 
（２）高圧電気工事技術者試験合格者の場合 

試験合格後の電気工事に関する３年以上の実務経験  
２．実務経験の「対象となる」工事 

（１）一般用電気工作物の電気工事 
第二種電気工事士免状取得後に、一般用電気工作物の電気工事に従事した期間 

   ※ 第二種電気工事士免状の写しを提出すること 
（２）契約電力５００ｋＷ以上の自家用電気工作物の電気工事 
   電気主任技術者指導監督のもとで契約電力５００ｋＷ以上の自家用電気工作物の電気工事

に従事した期間 
（３）契約電力５００ｋＷ未満の自家用電気工作物における簡易電気工事 

経済産業局長が交付する認定電気工事従事者認定証取得後、契約電力５００ｋＷ未満の自

家用電気工作物のうち電圧６００V以下の部分の簡易電気工事に従事した期間 
※ 認定電気工事従事者認定証の写しを提出すること 

（４）電気事業用電気工作物の電気工事（発電所、変電所、送配電線等の電気工事） 
主任技術者の監督のもとで電気事業用電気工作物の電気工事に従事した期間 

（５）電気工作物の維持、運用 
電気主任技術者（旧電気事業主任技術者を含む。）取得後に電気工作物の維持、運用に従事

した期間  
３．実務経験の「対象とならない」工事 
（１）軽微な工事（電気工事士法施行令第１条） 
（２）軽微な作業（電気工事士法施行規則第２条） 

（３）特殊電気工事（電気工事士法施行規則第２条の２） 
① ネオン工事 
② 非常用予備発電装置工事 

（４）電圧５万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事 
（５）保安通信設備に係る工事 
（６）自ら施工しない工事に伴う設計及び検査 
（７）キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造 
（８）法令違反の工事  
４．その他 
（１）実務経験証明書の証明者について 

証明者が法人の場合は、代表者印が押印されていることが必要です。ただし、営業所長、

支店長等に実務経験の証明行為が委任され、委任状の提出がある場合はその者の証明でも可

能です。なお、経験が２社以上にまたがっている場合は、それぞれの証明が必要となります。 
（２）電気工事業法に基づく登録（届出）状況 

実務経験証明者が電気工事業者の場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律（電気

工事業法）に基づく登録（届出）番号・年月日を記載してください。（建設業法の許可番号で

はありません。） 


